
土砂搬出事業者 

土砂運搬事業者 の皆様 
 

土砂搬入禁止区域の指定について 
 

下記の区域を、猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制

する条例（平成 29年猪名川町条例第 16 号）第 31 条第 1項

の規定により、土砂搬入禁止区域に指定しました。 

 

 指定区域内に土砂を搬入した者は、同条例第 39条により

２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する場合があ

ります。 

 また、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人

その他従業員が、その法人又は人の業務に関し、違反行為を

したときは、行為者のほか、その法人又は人に対しても罰金

刑を科する場合が有ります。 

 
 

問合せ先 

猪名川町 まちづくり部 都市政策課 

ＴＥＬ：０７２－７６６－８７０４ 

 

大切なお知らせ 



令和７年２月１９日（猪名川町告示第８号） 

 

１．土砂搬入禁止区域の位置及び区域 

   猪名川町清水字東畑及び字前谷の区域のうち別図に示す部分 

２．土砂搬入禁止区域の面積 

   ４．６ヘクタール    

３．土砂搬入禁止区域の指定の期間 

   令和７年３月５日から令和７年９月４日まで 

４．土砂搬入禁止区域の指定の理由 

   公示（平成３０年猪名川町告示第１３号）により指定した区域におい

て、いまだ指定の事由が解消されていないと認めるため。 

 
土砂とは 

○建設工事などにより発生した土、砂、礫、砂利及びこれらが集まったもの 

○有価物か無価物かは問いません。そのため、改良土も対象となります 

 
猪名川町土砂等による土地の埋立等を規制する条例（平成 29年 6月 23日 条例第 16号）～抜粋～ 

 

(土砂搬入禁止区域の指定) 

第 31 条 町長は、埋立て等区域(500 平方メートル未満のものを除く。)及びその周辺の区域におい

て土砂埋立て等を継続することにより、人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められ

る場合であって、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該埋立て等区域及

びその周辺の区域を、6月を超えない範囲で期間を定めて、土砂の搬入を禁止する区域(以下「土砂

搬入禁止区域」という。)として指定することができる。 

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公示するも

のとする。 

3 第 1項の規定による指定は、前項の規定による公示をもって効力を生ずる。 

4 町長は、第 1 項の規定による土砂搬入禁止区域の指定の期間が満了する時点において、いまだ指

定の事由がなくなっていないと認めるときは、同項の規定により土砂搬入禁止区域として指定する

ことができる。 

5 町長は、第 1 項の規定による指定の準備をするため必要がある場合においては、その職員に、他

人の占有する土地に立ち入り、測量させ、又は調査させることができる。 

6 町長は、第 1 項の規定による指定をしたときは、その職員に、他人の占有する土地に立ち入り、

土砂搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。 

7 前 2 項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係人に提示しなければならない。 

(土砂の搬入の禁止) 

第 32条 何人も、土砂搬入禁止区域に土砂を搬入してはならない。 

(罰則) 

第 39条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は 100万円以下の罰金に処する。 

(1) 第 7条、第 12条第 1項又は第 25条第 1項の規定に違反して、土砂埋立て等を行った者 

(2) 偽りその他不正の手段により、第 7条の許可、変更許可又は第 25条第 1項の承認を受けた者 

(3) 第 26条第 1項から第 4項までの規定による命令に違反した者 

(4) 第 32条の規定に違反した者 

(両罰規定) 

第 44 条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第 39 条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は

人に対しても各本条の罰金刑を科する。 


